
医療法人社団優恵会特定認定再生医療等委員会 議事録 
 

1. 開催日時・場所 

日時：2025 年 3 月 21 日（金） 20：10〜20：20 

場所：東京都品川区西五反田 4-31-17 MY ビル 4F 医療法人社団優恵会及び Web 

 

2. 出席者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成二十六年九月二十六日厚生労  

働省令第百十号)改正後第六十三条の規定する開催要件を充足している 

 

銀座よしえクリニック 廣瀬 嘉恵氏（医師） 

 

 

3. 技術専門員 

 

 

4. 再生医療等提供計画を提出した医療機関の名称・管理者 

銀座よしえクリニック 銀座院 吉田 浩子 

 

氏名 特定再生医療認定

委員会の場合 

第三種再生医療等提供

計画のみに係る審査等

業務を行う場合 

男女 出欠席 

井上 肇 ②再生医療等 a-1. 医学・医療 1 男 × 

寺村 岳士 ②再生医療等 a-1. 医学・医療 1 男 ○ 

村上 富美子 ③臨床医 a-2. 医学・医療 2 女 ○ 

廣瀬 嘉恵 ③臨床医 a-2. 医学・医療 2 女 × 

市橋 正光 ③臨床医 a-2. 医学・医療 2 男 × 

矢澤 華子 ①分子生物学等 a-2. 医学・医療 2 女 ○ 

藤田 千春 ④細胞培養加工 c. 一般 女 × 

土橋 泉  ④細胞培養加工 c. 一般 女 ○ 

井花 久守 ⑤法律 b. 法律・生命倫理 男 ○ 

相羽 利昭 ⑥生命倫理 b. 法律・生命倫理 男 ○ 

井上 永介 ⑦生物統計等 c. 一般 男 ○ 

山﨑 美千子 ⑧一般 c. 一般 女 ○ 



5. 再生医療等の名称 

多血小板血漿を用いた皮膚再生治療 

自己線維芽細胞を用いた皮膚再生治療 

 

6.   審査書類の受領日 

2025 年 2 月 20 日 

 

7.   審議内容  

寺村 ：銀座よしえクリニック銀座院から 2つの提供計画、多血小板血漿を用いた皮膚再

生治療および自己線維芽細胞を用いた皮膚再生治療の定期報告です。PRPを用い

た皮膚再生治療の報告対象期間は 2024 年 2 月 25 日から 2025 年 2 月 24 日まで、

550症例 550 件実施されております。通例通り 5段階評価をいただいており、医

師評価ではスコア平均 4.3で効果あり。4以上が効果ありと廣瀬先生のところで

は設定されているかと思います。患者自身の評価は 3.8 で効果があるかどうかで

は有意差はついておいませんが、現状維持に該当するスコア 3以上は十分有意差

がついております。現状は維持されていると考えられると結論づけられておりま

す。自覚的他覚的所見として、肌のハリ、肌質、シワの改善などが認められ、一

定の効果が得られていると記載いただいております。有害事象も発生しておりま

せん。これまで同医療機関における同様の提供計画については、ほぼ同じような

スコアで毎回定期報告をいただいておりまして、十分有意な水準で効果が評価さ

れており、その間かなりの症例数をされていますが、有害事象は１例も報告され

ていません。効果については委員の先生方もご承知の通り、劇的なものではな

く、現状維持を十分な評価とするのであれば全く問題のない治療だと思われま

す。一方で特筆すべきは安全性かなと思います。こちらは個人的な印象にはなり

ますが、500 件を超える治療の中で増悪や副反応がでていないという点は、自己

血ならではの治療だと思います。しっかり記録もとっているので、問題ないかと

思います。続いて自己線維芽細胞を用いた皮膚再生治療です。報告対象期間は

2024 年 2 月 18日から 2025 年 2 月 17 日まで、29 例 34 件が実施されておりま

す。有害事象の発生はございません。提供した再生医療の安全性は担保されてい

るという評価です。有効性については 29 症例 34 件につきまして、同じく再診時

に 5段階評価を行っております。施術後 1ヶ月では、患者さんの評価の平均は

3.9、医師の評価は 4.4、3ヶ月では、患者さん 3.5、医師は 4.4。主に肌のハリ

の改善と肌裏の改善が有効性の根拠として挙げられております。リピーターが 18

件、全体の半数以上を占めていることから患者さんの満足度が高いのが特徴の治

療と記載いただいております。こちらについては患者さんの平均点と医師の平均

点がだいぶ乖離している印象でしょうか。 

廣瀬 ：患者さんは毎日見ているので、ご自身でなかなか変化が分かりにくいようです。 

寺村 ：安全に十分に実施されておりますし、経緯も今まで通りの効果を挙げられていま

すので、客観的には問題ないかと思われます。委員の先生方よりご意見ないよう

でしたら、この 2つの提供計画について適正という判断をさせていただきます。 

 

8.  結論 

承認   8名 

否認   0 名 

 

当委員会は、再生医療等提供計画が、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び施行

規則に準拠した再生医療を提供するものと判断する。以上に鑑み、今回審査した定期報告

について「適正」と判定する。 


